
イ 障害児タイムケア 事業について 

1 7 年度については、 モデル事業的に 行 う ととし、 原則として、 各都道府県で 

2 市町村、 指定都市・中核市で 1 事業を実施する 予定としている。 今後、 本事業 

を 希望する市町村からの 事業計画書等の 協議書の提出をお 願いすることとしてい 

るが、 各都道府県においては、 2 市町村の推薦をお 願いしたい。 

9  1 6 年度執行について 

1 6 年度については、 当初予算で 6 0 2 億円の予算を 確保しているところであ 

るが、 サービス量の 伸びの推移をみると、 国庫補助所要 領 が当初予算を 大幅に上 

回る見込となっている。 

このため、 1 6 年 1 0 月から実施している 単価の適正化などの 支援 費 制度運用 

上の工夫や省内予算の 流用の他に、 例外的に約 1 7 3 億円の補正予算を 計上し 

たところであ る。 

今後、 所用の手続きを 経て、 執行することとなるので、 事務手続等において 

遺漏のないよう 宜しくお願いしたい。 

② 施設訓練等支援 費は ついて 

施設訓練等支援 費は ついては、 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 2 9 0, 1 6 5 百 

万円を計上しており、 1 6 年度当初予算に 対して、 3, 04 7 百万円 ( 十 1. 1%) 

の増額を図ったところであ る。 

その内容としては、 以下の項目を 含んでいろ。 

ア 通所授産施設等の 新設等による 利用定員の増加見込み 

イ 実勢に応じた 施設支援 費 基準額の見直し ( 対 1 6 年度基準額 ム 1. 7% 。 、 

1 7 年 4 月実施 ) 

ウ 制度改正による 利用者負担の 見直し (1 8 年 1 月実施 ) 

  在宅と施設のバランスのとれた 負担の導入 ( 食費、 居住費及び知的入所 施 

設の医療費などの 実費負担 ) 

  サービスの利用量や 所得に着目した 負担の導入 

(2)  支援 費 事業経営実態調査の 実施について 

支援 費 基準額についてほ、 それぞれのサービスの 実態等を踏まえて、 適宜見直し 

な 行っているところであ るが、 1 8 年 1 月及び 1 0 月からの制度改正に 合わせて、 

その体系や水準の 抜本的な見直しを 行うこととしている。 
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ついては、 支援 費 基準額は各々のサービスに 通常要する費用の 額を勘案して 設定 

することとされているため、 支援費の対象となる 居宅サービス 事業所や施設につい 

て、 その経営実態を 把握する調査を 行 う こととし、 1 6 年度においては、 「試行 調 

査 」を実施したところであ る。 

今後、 関係機関との 協議を終えた 後、 3 月中旬から下旬に、 全国の居宅サービス 

事業所及び施設を 対象として、 調査票を配布し、 1 7 年 3 月及び 1 6 年度全体のサ 

ービス利用や 収支の実態について 調査を行うこととしており、 1 7 年度予算 ( 案 ) 

に 関係経費を計上している。 調査察 は 、 直接事業者に 送付されることとなるが、 管 

下の事業者等への 周知・協力 方 をお願いしたい。 

(3)  その他 

の 居宅介護従業者養成研修について 

居宅介護等事業については、 その業務の担い 手として、 障害特性を理解し 利用者 

の ニーズに応じたサービスを 提供できる質の 高い従業者を 養成し、 確保することが 

重要であ る。 しかしながら、 障害特性を十分に 理解していない へ ルパーが派遣され 

ている実態もあ ると聞いているところであ り、 そのようなことが 無いよう、 管内の 

事業所等への 適切な指導等をよろしくお 願いしたい。 

ついては、 各自治体等において、 実務経験に応じた 段階的な技術・ 知識の向上を 

図るための養成研修の 実施に継続的に 取り組むほか、 指定居宅介護事業所において 

も内部研修に 努め、 良質なへルパ 一の確保に努められたい。 

② その他の留意事項 

ア サービス利用段階における 障害の特性を 踏まえた対応について 

支援 費 制度においては、 利用者のニーズを 把握し、 適正な支給決定が 行われる 

よ う 、 支給決定事務等中心的な 役割を担 う 市町村が、 利用援助等のための 相談 支 

援 機能の役割を 担うこととなっており、 引き続きご尽力願いたい。 特に、 コミュ 

ニケーションに 障害のあ る者がサービスを 利用するにあ たっては、 情報提供、 契 

約 締結など各サービス 利用段階において、 障害の特性に 応じた支援がなされるこ 

とが重要であ る。 

このため、 市町村においてほ、 障害者又は障害児の 保護者等に対する 情報提供 

又は相談、 若しくは指導等に 責任をもって 取り組む必要があ り、 適切なサービス 

又は指定事業者の 選択のための 相談支援を、 支援費の支給申請の 受付若しくは 審 
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上 で同意が得られるよ う 更なるご尽力をお 願いしたい。 

また、 計画実施後は、 その実施状況の 把握を行 う ことが肝要であ り、 支援目 

標の達成状況や 支援内容の妥当性などについて 十分に検証を 行 う など、 利用者 

ほ ついて解決すべき 課題を把握するとともに、 必要に応じて 計画の見直しを 行 

わなければならない。 

なお、 当該計画の作成、 見直しに当たっては、 職員の間で会議を 開催し、 利 

用者の状況及び 利用者に対する 支援目標等を 共有することも 必要であ る。 

ィ )  施設支援計画について 

施設指定基準において、 各施設が入所者の 心身の状況等に 照らし、 居宅サー 

ビス等を利用することにより 日常生活を営むことができるかどうかを 定期的に 

検討しなければならず、 かっ居宅において 日常生活を営むことができると 認め 

られる入所者に 対し、 その者の希望等を 勘案し、 その者の円滑な 退 所 のために 

必要な援助を 行わなければならないこととされている。 施設における 支援計画 

の 作成や実施に 当たっては、 この点も踏まえて 取り組むことが 肝要であ る。 

(4)  進行性筋萎縮症者療養等給付事業の 見直しについて 

進行性筋萎縮症者療養等給付事業については、 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 

3, 0 6 6 百万円を計上しており、 1 6 年度当初予算に 対して、 1, 1 6 2 百万 

円 (+6 1. 1%) の増額を図っているところであ る。 

奉 事業は、 予算補助事業として、 平成 1 7 年 1 2 月まで実施され、 平成 1 8 年 

1 月から 9 月までの間は、 障害者自立支援法案の 附則に よ り改正される 身体障害 

者 福祉法に基づき、 市町村が対象者を 独立行政法人国立病院機構の 設置する医療 

機関等に措置委託することとなる。 なお、 この改正により、 国 ・都道府県の 補助 

は義務負担化 ( 回 、 都道府県、 市町村の負担割合は 従前のとおり ) されるが、 そ 

れに併せて、 利用者負担額 は ついては、 他の障害者施設との 負担の均衡を 考慮し 

た徴収基準額表を 平成 1 8 年 1 月に改正し、 適用することとしている。 

また、 平成Ⅰ 8 年Ⅰ 0 月以降は、 新法による「療養介護」に 移行することとな 

る。 
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2
 障害者の就労支援について 

(1) 福祉施策と雇用施策の 一体的推進 

① 障害者就業・ 生活支援センタ 一事業について 

奉 事業の平成 1 7 年度新規実施主体については、 職業安定局高齢・ 障害者雇用対 

策部から先日通知したところであ るが、 センタ一の指定にあ たっての都道府県知事 

の 推薦など、 労働部局と連携の 下、 適切な手続きを 実施されたい。 

また、 今年度、 生活支援等事業を 既存の事業との 連携により対応していたセンタ 

一においては、 1 7 年度から生活支援等事業を 専任体制とすることが、 センタ一事 

業を継続する 要件となるので、 生活支援等事業の 早急な確保についてお 願いする。 

なお、 本事業は今後の 制度改革において 重要な役割を 果たすことになるので、 引 

き 続き、 障害者の就労と 地域生活支援の 観点から、 制度改革の方向性を 踏まえた積 

極的な取り組みをお 願いする。 

② 重度障害者在宅就労促進特別事業 ( バーチャル工房支援事業 ) 

近年、 情報機器やインターネットの 普及により、 障害者が在宅のまま 就労するこ 

とが現実のものとなっている。 

こうした障害者の 在宅就労は、 これまで職業的自立が 困難とされてきた 重度障害 

者 等の就労の機会を 確保する上で、 極めて有効であ る。 

このため、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 在宅の障害者に 対して、 情報機器や 

インターネ、 ット を活用し、 在宅で就労するための 訓練等の支援を 行 う 事業者 ( バー 

チャル工房 ) に対する補助事業を 創設し、 下記により実施することとしているので、 

積極的な取り 組みをお願いする。 

重度障害者在宅就労促進特別事業実施要綱 ( 案 ) 

Ⅰ 目的 

奉事業は、 在宅の障害者に 対して、 情報機器やインターネットを 活用し 、 在 

宅で就労するための 訓練等の支援を 行 う ことにより、 もって在宅の 障害者の就 

労の促進を図ることを 目的とする。 

2  実施主体 
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奉事業の実施主体は 都道府県及び 指定都市とする。 

なお、 本事業を社会福祉法人、 民法第 3> 4 条の規定にょり 設立された法人 ( 社 

団法人及び財団法人 ) 及び特定非営利活動法人 (NPO 法人 ) 等であ って 、 適 

切 な事業運営ができると 認められるものに 委託することができる。 

3  事業の内容 

本 事業は、 実施主体が利用者に 対し訓練を行 う ための作業を 受注し、 当該作 

業を元に 、 主に次の事業を 行 う ほか、 雇用希望者のための 職場開拓等、 自立に 

向けた支援を 実施する。 

ア 在宅就労に必要な 情報処理技術の 教育・支援 

イ 企業から受注した 実際の作業を 教材とした訓練指導 

ゥ 仕事の進め方、 作業環境・機器等及び 職業生活の維持に 関する相談・ 援助 

4  利用者の要件等 

(1) 利用者の要件 

利用者は、 障害により企業等への 通勤が困難な 者であ って情報機器を 用い 

た在宅での就労を 希望する者とする。 

(2) 利用者の定員 

利用者の定員は 1 0 名以上とする。 

5  職員配置等 

(1) 奉事業の実施に 際し、 2 名以上の職員を 配置し、 う ち 1 名を常勤とする。 

(2) 職員は、 情報処理に相当程度の 知識、 経験を有し、 情報機器を用いた 就労 

に向けて行 う 訓練が可能な 者及び障害者の 福祉施策について 知識、 経験を有 

する者であ り、 必要に応じ利用者宅を 訪問して対応ができる 者とする。 

6  在宅就業支援機関との 連携 

実施主体は、 設置地域その 他の状況を勘案して、 「重度障害者在宅就業推進 

事業実施要綱」に 定める在宅就業支援に 実績のあ る社会福祉法人等 ( 以下「支 

援機関」という。 ) と連携・協力関係を 構築するとともに、 当該支援機関に 対 

して、 必要に応じて 助言・援助を 求めることができるとされているので、 適宜 

連携を図ること。 

7  留意事項 

(1) 実施主体は、 本事業の利用者との 間に、 本事業の利用、 及び作業内容に 関 

する契約を締結すること。 

(2) 実施主体は、 利用者に対し、 3 の イ により得た事業収入から 事業に必要な 

経費を控除した 額に相当する 金額を対価として 支払うこと。 

一 7 一 



(3) 補助を実施する 期間は、 実施主体 1 か 所あ たり 3 年以内とすること。 

8  費用の支弁 

本 事業に要する 費用は、 都道府県が支弁する。 

9  経費の補助 

国は、 都道府県が本事業の 運営に要する 経費について、 その 1/2 以内を補 

助 する。 (1 か 所あ たり 1 0, 0 0 0 千円 ) 

(2) 福祉部門における 就労支援の充実 

の 小規模作業所の 支援の充実強化事業 

小規模作業所の 中で、 良質なサービスを 提供するとともに、 新たな事業として 求 

められる機能を 有し、 平成 1 8 年 1 0 月の制度改正にあ れせた施設基準 ( 現在検討 

中 ) を 満たすものについては、 都道府県障害福祉計画に 定める範囲内で 計画的に新 

たなサービス 類型への移行が 図られることになるものと 考えている。 

こうした状況を 踏まえ、 平成 1 7 年度においては、 小規模作業所に 対する支援を 

充実強化し、 制度改革による 再編後の新たなサービス 類型への移行の 促進を図り、 

地域での障害者の 就労支援を促進させるための 事業を創設し、 下記により実施する 

と と しているので、 積極的な取り 組みをお願いする。 

小規模作業所の 支援の充実強化事業実施要綱 ( 案 ) 

1  事業の目的 

本 事業は、 在宅障害者通所援護事業として 国の補助を受けているもの 及びこ 

れに準ずる事業として 地方公共団体の 単独助成事業に よ る補助を受けているも 

の ( いわゆる小規模作業所 ) のうち、 意欲があ り良質なサービスを 提供するも 

のについて、 その果たしている 機能に応じて、 今回の改革による 新たなサービ 

ス 体系下でサービスを 提供できるよう 移行の促進を 図るとともに、 自立支援， 

就労支援等の 機能を充実強化するため、 小規模作業所に 対する支援を 行い、 も 

って地域で生活する 障害者の福祉の 向上を図るものであ る。 

2  実施主体 

奉事業の実施主体は、 都道府県とする。 
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なお、 本事業の全部又は 一部を、 社会福祉法人及び 民法第 3 4 条の規定によ 

り 設立された法人 ( 社団法人及び 財団法人 ) 等であ って、 適切な事業運営がで 

きると認められるものに 委託することができる。 

ただし、 3 の (2) の イ の ( ゥ ) の事業については、 特定非営利活動法人 (N 

PO 法人 ) 格を有する小規模作業所等にも 委託ができるものとし、 委託を受け 

た 小規模作業所等は、 事業の対象となる 複数の小規模作業所等からなる 連絡 協 

議会を設けるとともに、 事業運営にかかる 要綱等を定め、 適切な運営を 図るこ 

と 。 

3  事業の内容 

(1) 育成事業 

ア 趣旨 

奉 事業は 、 新たなサービス 体系への移行に 向けたモデル 的・先駆的事業 

や 調査研究を行 う 小規模作業所を 支援し 、 新たなサービス 体系の移行の 促 

進を図るものであ る。 

ィ 実施内容 

( ァ ) 就労移行支援を 行 う ために、 職場開拓や就職後の 支援を行 う 職員を確 

保するなど、 新たなサービス 体系に向けた 人的体制の整備 

( ィ ) 新たなサービス 体系に向け、 専門，性を高めるための 人材の育成 

( ゥ ) 市町村、 八口一ワーク、 養護学校などの 関係者からなる、 就労に向け 

たネ 、 ッ トワークの構築 

(X) 障害の特性や 就労の可能性があ ることの理解などのための 企業等との 

懇談会の設置 

( ォ ) 新たなサービス 体系を想定した 先進事例の調査研究 

等 、 本事業の趣旨に 資すると認められる 事業 

ウ 留意事項 

( ァ ) 事業の対象となる 小規模作業所は 、 新たなサービス 体系への移行を 目 

指すもののうち、 利用者のニーズなどを 踏まえ、 市町村が都道府県に 申 

詣 するものとする。 

対象小規模作業所の 決定にあ たっては、 有識者や関係者による 客観性 

を 持った検討会等を 設けて行 う ことが望ましいこと。 

( ィ ) 補助を実施する 期間は、 小規模作業所 ェか 所あ たり 3 年以内とするこ 

と 。 

(9) 補助額は、 地域の実情や 小規模作業所が 実施する事業内容等を 考慮し 
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て 、 実施主体の補助方針により 設定するものであ るが、 1 か 所あ たりの 

補助額が極端に 多寡にならないようにすること。 

は ) 本 事業が小規模作業所の 運営費補助ではないことに 鑑み、 適正な執行 

な 行 う こと。 

( ォ ) 都道府県は、 本事業の対象となる 小規模作業所にかかる 事業実施状況 

ほ ついて、 毎年度報告を 求めること。 

は ) 研修等事業 

ア 趣旨 

奉事業は、 小規模作業所に 対し、 研修事業、 コーディネータ 一派遣事業、 

及び事業の共同実施支援事業を 実施することにより、 新たなサービス 体系 

の移行の促進、 及び小規模作業所の 資質の向上を 図るものであ る。 

ィ 実施内容 

(7) 研修事業 

小規模作業所の 職員に対し、 新しいサービス 体系への円滑な 移行を図 

るための知識の 付与、 就労に向けた 訓練手法、 企業就労後の フ オローア 

、 ソプ、 経営管理、 人事労務管理等について 研修事業を実施する。 

( ィ ) コーデイネータ 一派遣事業 

新たなサービス 体系 下 において必要となるノウハウ 等をコーデイネ 一 

タ一 を派遣し付与することにより、 小規模作業所の 資質の向上を 図る。 

a  例えば、 「就労継続支援」を 行お う とする場合には、 

(a) 受注 先 企業の開拓方法 

(b) 経営管理 ( 販売手法、 販売ルート開拓 等 ) 

(c) 人事労務管理、 安全衛生管理 ( 労働法規についての 解説等 )  等 

b  また、 「就労移行支援」を 行お う とする場合には、 

(a) 障害の状況に 応じた効果的な 訓練手法 

(b) 雇用 先 企業の開拓方法 

(c) 公共職業安定所等の 機関との連携方法 等 

などのノウハウの 付与が考えられる。 

0 ゥ ) 事業の共同実施支援事業 

複数の小規模作業所で、 共同商品開発や 共同受注、 販路の拡大、 売場 

提供の調整等を 行 う ことにより、 運営の安定化を 図る。 

ウ 留意事項 

( ァ ) 早期に新たなサービス 体系に移行し、 サービス提供を 目指す場合、 授 
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